
大田原市建築基準法施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）、

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「政令」という。）、建築基準法

施行規則（昭和２５年建設省令第４０号。以下「省令」という。）及び栃木県建築基準

条例（昭和５７年栃木県条例第２号。以下「県条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規則で使用する用語は、法、政令、省令及び県条例で使用する用語の例によ

る。 

 （手数料の納入） 

第３条 大田原市手数料条例（平成１２年条例第２号）別表に定める建築関係手数料は、

市の発行する納入通知書により納入しなければならない。 

（確認申請書に添える図書） 

第４条 法第６条第１項（法第８７条第１項において準用する場合を含む。）の規定によ

る確認の申請書（以下「確認申請書」という。）には、省令第１条の３又は第３条に規

定する図書のほか、次の図書を添えなければならない。 

⑴ 法及び政令の規定により許可を要する建築物については、当該許可を証する書類

の写し 

⑵ 法別表第２に掲げる工場の用途に供する建築物については、工場調書（様式第１

号） 

⑶ 県条例第６条に該当する場合は、がけの上下端から当該建築物までの水平距離、

がけの形状及び擁壁の構造等を明示した図書 

⑷ 法第３１条第２項に規定するし尿浄化槽を設置する場合は、浄化槽仕様書（様式

第２号） 

⑸ その他建築主事がその都度必要と認めて指示する図書 

２ 省令第１条の３第１項の表２の（６３）項に掲げる既存不適格調書は、様式第３号の

とおりとする。 

（工事監理者の設定及び変更） 

第５条 建築主は、法第５条の４第４項の規定による工事監理者を定めた場合は、工事監

理者（工事施工者）設定（変更）届（様式第４号。以下「監理者設定届等」という。）

を建築主事に提出しなければならない。ただし、確認申請書又は省令第８条の２の規定

による計画通知書（以下「計画通知書」という。）に工事監理者を記載した場合は、こ

の限りでない。 

２ 建築主は、前項の工事監理者を変更した場合は、監理者設定届等を建築主事に提出し

なければならない。 



（工事施工者の設定及び変更） 

第６条 建築主は、確認申請書又は計画通知書に工事施工者を記載しなかった場合は、工

事着手までに監理者設定届等を建築主事に提出しなければならない。 

２ 建築主は、前項の工事施工者を変更した場合は、監理者設定届等を建築主事に提出し

なければならない。 

（建築主等の変更） 

第７条 確認、許可、承認又は認定（以下「確認等」という。）を受けた建築物、建築設

備及び工作物で、その工事完了前に、建築主、設置者又は築造主の変更があった場合は

、建築主等変更届（様式第５号）正本、副本に確認済証、許可通知書、承認通知書又は

認定通知書（以下「確認済証等」という。）を添えて市長又は建築主事に提出しなけれ

ばならない。 

（計画変更） 

第８条 許可、承認又は認定を受けた建築物、建築設備又は工作物の計画を変更しようと

する場合は、改めて許可、承認又は認定を受けなければならない。ただし、市長が必要

でないと認める場合は、この限りでない。 

２ 確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の計画を工事完了前に変更しようとする場

合は、改めて計画変更確認申請書を提出し、確認を受けなければならない。ただし、省

令第３条の２の規定による計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更に該当する場合

は、この限りでない。 

（工事の取りやめ等） 

第９条 確認等を受けた建築物、建築設備及び工作物の全部又は一部の工事を取りやめた

場合は、工事取りやめ届（様式第６号）に確認済証等を添えて、市長又は建築主事に届

け出なければならない。 

２ 確認等（法第６条の２第１項（法第８７条第１項、第８７条の２又は第８８条第１項

若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定による確認を除く。）を受ける

前にその工事を取りやめた場合は、取下げ届（様式第 7 号。以下「取下げ届」という

。）を市長又は建築主事に届け出なければならない。 

３ 完了検査又は中間検査の申請後において、その工事の計画の変更（法第６条第１項（

法第８７条第１項、第８７条の２又は第８８条第１項若しくは第２項において準用する

場合を含む。）に規定する軽微な変更を除く。）をしようとする場合は、当該申請を取

り下げなければならない。 

４ 前項の規定による取下げは、取下げ届を建築主事に提出することにより行わなければ

ならない。 

５ 前２項の規定は、法第１８条第１４項（法第８７条第１項、第８７条の２又は第８８

条第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）又は第１７条（法第８７条の

２又は第８８条第１項において準用する場合を含む。）の規定による通知をした場合に



ついて準用する。 

（建築監視員の設置） 

第１０条 法第９条の２（法第８８条第１項、第２項若しくは第３項又は第９０条第３項

において準用する場合を含む。）の規定により、法第９条第７項及び第１０項（法第８

８条第１項、第２項若しくは第３項又は第９０条第３項において準用する場合を含む。

）の規定による市長の権限を行わせるために、建設部建築指導課に建築監視員を置く。 

（違反建築物に対する措置） 

第１１条 市長は、法第９条第１項の規定による措置を命じようとする場合は、建築物等

是正措置命令書（様式第８号）を当該措置を命じようとする者に交付するものとする。 

２ 市長は、法第９条第２項の規定による通知書を交付する場合は、建築物等是正措置通

知書（様式第９号）を当該措置を命じようとする者に交付するものとする。 

３ 第１項の規定は、法第９条第７項の規定及び法第９条第１０項の規定による命令をす

る場合に準用する。この場合において、建築監視員に命令を行わせるときは、様式第８

号中「大田原市長」とあるのは「大田原市建築監視員」と読み替えるものとする。 

４ 法第９条第１３項の規定による公示は、標識（様式第１０号）を設置して行うものと

する。 

５ その他必要な事項については、市長が別に定める。 

（保安上危険な建築物等に対する措置） 

第１２条 前条の規定は、法第１０条第２項又は第３項の規定に基づいてする命令の場合

に準用する。 

（定期報告を必要とする建築物の指定） 

第１３条 法第１２条第１項の規定により市長が指定する建築物は、次に掲げるものとす

る。 

⑴ 別表（イ）欄に掲げる階を同表（ア）欄の当該各項に掲げる用途に供するものでそ

の用途に供する部分の床面積の合計が１００平方メートルを超えるもの 

⑵ 別表（ア）欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計

が同表（ウ）欄の当該各項に該当するもの 

⑶ 劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が１階にないもの 

（定期報告を必要とする昇降機等の指定） 

第１４条 法第１２条第３項（法第８８条第１項において準用する場合を含む。）の規定

により市長が指定する昇降機等は、次に掲げるものとする。 

⑴ 建築物に附属するエレベーター（積載量が１トン以上で、労働基準法（昭和２２年

法律第４９号）別表第１第１号から第５号までに掲げる事業に供される建築物の作業

場の部分において、専ら生産過程の一部として原材料、製品等の運搬の用途に供され

るもの又は専ら搬送過程の一部として貨物等の運搬の用途に供されるもの（専ら生産

又は搬送の作業に従事する者が運搬のため乗り込むものを含む。）並びに政令に基づ



く、特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める

件（平成１２年建設省告示第１４１３号）第１第６号、第９号及び第１０号に掲げる

昇降機を除く。）、エスカレーター及び小荷物専用昇降機で法第６条第１項第１号か

ら第３号までに掲げる建築物に設けられるもの 

⑵ 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光用のもの（一般交通の用に供するもの

を除く。） 

⑶ ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設 

⑷ メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これに類する回転運動を

する遊戯施設で原動機を使用するもの 

（定期報告） 

第１５条 省令第５条第１項又は第６条第１項の規定により市長が定める報告の時期は、

次の区分によるものとする。 

⑴ 第１３条に規定する建築物の定期報告は、２年ごとの９月とする（初回については

、法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による検査済証の交付を受けた日から

２年以内の９月とする。）。 

⑵ 第１４条の規定による昇降機等で、平成２３年３月３１日以前に法第７条第５項又

は第７条の２第５項（これらの規定を法第８７条の２又は第８８条第１項において準

用する場合を含む。次号において同じ。）による検査済証の交付を受けたものの定期

報告は、毎年従前報告していた月とする。 

⑶ 第１４条の規定による昇降機等で、平成２４年４月１日以後に法第７条第５項又は

第７条の２第５項による検査済証の交付を受けたものの定期報告は、毎年検査済証の

交付を受けた日の属する月とする。 

⑷ 前３項の規定による報告は、建築物にあっては報告期日前６月以内に、昇降機等に

あっては２月以内に調査又は検査したものでなければならない。 

（施工状況等報告） 

第１６条 法第１２条第５項の規定に基づく報告は、施工状況等報告書（様式第１１号）

に必要な図書を添えて、市長、建築主事又は建築監視員に提出しなければならない。 

（垂直積雪量） 

第１７条 政令第８６条第３項の規定により市長が定める垂直積雪量は、次の表の左欄に

掲げる区域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値とする。 

区 域 垂直積雪量 

大田原市のうち狭原、小船渡、湯津上、佐良土、

蛭畑、蛭田、新宿及び片府田の区域 
３０センチメートル 

大田原市のうち上記以外の区域 ４０センチメートル 

（予定道路指定等） 

第１８条 法第４２条第１項第４号の規定による道路の指定を受けようとする者は、道路



指定（変更・廃止）申請書（様式第１２号）正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて

、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 位置図 

 ⑵ 付近見取図 

 ⑶ 区域図 

 ⑷ 道路法（昭和２７年法律第１８０号）による道路にあっては区域の決定を行った公 

告の写し、その他道路にあっては事業の認可書の写し 

 ⑸ 事業執行の計画書 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

２ 指定を受けた道路を変更又は廃止しようとする者は、前項に定める書類を市長に提出

しなければならない。 

３ 省令第１０条の規定は、前項による申請について準用する。 

（道路の位置の指定） 

第１９条 法第４２条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は

、道路位置指定（変更・廃止）申請書（様式第１３号）正本及び副本並びに省令第９条

に規定する図書として、道路位置指定（変更・廃止）申請図（様式第１４号）のほか、

次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 道路位置指定概要書（様式第１５号） 

⑵ 承諾者の印鑑登録証明書 

⑶ 位置指定に係る土地の登記事項証明書及び法務局に備える地図又は地図に準ずる図

面 

⑷ 求積図 

⑸ 委任状 

⑹ その他市長が必要と認めて指示した図書 

２ 道路位置指定を受けた道路の位置の指定を変更又は廃止しようとする者は、前項に定

める書類を市長に提出しなければならない。 

３ 省令第１０条の規定は、前項による申請について準用する。 

（道路の位置の標示） 

第２０条 前条の規定による道路の位置の指定を受けた者は、側溝、街渠その他の施設（

以下「標示施設」という。）を設けて当該道路の境界を明確に標示しなければならない

。 

２ 法第４２条第２項の規定による道路の境界の標示は、市が支給する杭等で標示しなけ

ればならない。 

３ 前２項の規定により設置した標示施設及び杭等は、みだりに移動させてはならない。 

（許可申請） 

第２１条 省令第１０条の４第１項及び第４項に規定する規則で定める図書又は書面は、



次のとおりとする。 

⑴ 付近見取図（法第４８条、第５１条、第５２条、第５５条、第５６条の２及び第５

９条の２に関するものは、付近１００メートル以内の見取図） 

⑵ 配置図（法第４８条、第５１条、第５２条、第５５条、第５６条の２及び第５９条

の２に関するものは、敷地周辺の家屋及びその居住者の氏名並びに土地の所有者の氏

名を記入した配置図） 

⑶ 各階平面図 

⑷ ２面以上の立面図及び断面図（法第４３条第１項ただし書の規定による許可申請の

場合は、２面以上の立面図） 

⑸ 日影図（法第５６条の２の規定による許可申請の場合に限る。） 

⑹ 工場調書（様式第１号。法別表第２に掲げる工場の用途に供する建築物に係る法第

４８条の規定による許可申請の場合に限る。） 

⑺ その他市長が必要と認めて指示した図書 

（認定申請） 

第２２条 省令第１０条の４の２第１項に規定する規則で定める図書は、次のとおりとす

る。 

⑴ 付近見取図 

⑵ 配置図 

⑶ 各階平面図 

⑷ ２面以上の立面図及び断面図 

⑸ 日影図（法第５５条第２項及び第８６条の６第２項の規定による認定申請の場合に

限る。） 

⑹ その他市長が必要と認めて指示した図書 

（対象区域内の各建築物の位置及び構造に関する計画書） 

第２３条 省令第１０条の１６第２項第３号の市長が定める図書は、省令第１０条の１８

の計画書とする。 

（県条例の規定による認定申請） 

第２４条 県条例第７条、第１３条第４号、第１４条第３項、第２１条、第２２条、第３

３条第２号又は第３７条第３号の規定により認定を受けようとする者は、認定申請書（

様式第１６号）正本及び副本に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない

。 

⑴ 付近見取図 

⑵ 配置図 

⑶ 各階平面図 

⑷ ２面以上の立面図 

⑸ その他市長が必要と認めて指示した図書 



（建ぺい率の緩和） 

第２５条 法第５３条第３項第２号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるもの

とする。 

⑴ 法第４２条に規定する道路により角地又ははさまれた敷地となる場合で、敷地の周

辺の３分の１以上がその道路に接するもの 

⑵ 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認め

られるもの 

（建築物の後退距離の算定の特例） 

第２６条 政令第１３０条の１２第５号の規定により市長が定める建築物の部分は、当該

建築物の敷地内の建築物の一部で、法第４４条第１項第４号の規定による許可を受けた

公共用歩廊その他政令第１４５条第２項に規定する建築物に接続して一体的に建築する

部分とする。 

 （指定確認検査機関による市長への通知） 

第２７条 指定確認検査機関は、建築主、設置者若しくは築造主の変更、確認を受けた建

築物、建築設備及び工作物の全部若しくは一部の工事の取りやめ、完了検査若しくは中

間検査の申請の取下げ又は工事監理者若しくは工事施工者の設定若しくは変更の届出を

受けたときは、その旨を市長に通知しなければならない。この場合においては、それぞ

れ第５条、第６条、第７条又は第９条の規定による届出があったものとみなす。 

（建築協定の認可申請） 

第２８条 法第７０条第１項又は第７６条の３第２項の規定により建築協定の認可を受け

ようとする者は、建築協定認可申請書（様式第１７号）正本及び副本に、次に掲げる図

書（法第７６条の３第２項の規定による認可の申請にあっては、第３号及び第６号に規

定する図書を除く。）を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 建築協定書 

⑵ 建築協定を締結しようとする理由書 

⑶ 認可の申請人が建築協定を締結しようとする者の代表者であることを証する書類 

⑷ 建築協定区域、建築協定区域隣接地及び建築物に関する基準並びに建築協定と関係

のある地形及び地物の概略を表示する図面 

⑸ 法第６９条に規定する土地の所有者等（法第７７条の規定により土地の所有者等と

みなされる建築物の借主を含む。以下「土地の所有者等」という。）の全員の住所及

び氏名（法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）を記

載した書類並びにこれらの者の印鑑証明書並びに当該土地の所有者等の権限を証する

書類（法第７６条の３第２項の規定による認可の申請にあっては、当該土地の所有の

権利を証する書類） 

⑹ 法第７０条第３項の規定による合意を証する書類 

⑺ その他市長が必要と認めて指示した図書 



（建築協定の変更又は廃止の認可申請） 

第２９条 法第７４条第１項（法第７６条の３第６項において準用する場合を含む。）又

は第７６条第１項（法第７６条の３第６項において準用する場合を含む。以下この条に

おいて同じ。）の規定により建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者は、建

築協定変更（廃止）認可申請書（様式第１８号）正本及び副本に、次に掲げる図書（廃

止しようとする場合にあっては、第１号及び第４号に掲げる図書を除く。）を添えて市

長に提出しなければならない。 

⑴ 変更後の建築協定書 

⑵ 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書 

⑶ 認可の申請人が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを

証する書類 

⑷ 建築協定区域、建築協定区域隣接地及び建築物に関する基準の変更を表示する図面

その他変更後の建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面 

⑸ 法第７３条第１項又は第７６条の３第２項の規定により認可を受けた建築協定書（

当該建築協定について法第７４条第１項の規定により変更の認可を受けている場合に

あっては、当該変更認可後の建築協定書） 

⑹ 土地の所有者等の全員の住所及び氏名（法人にあっては、その主たる事務所の所在

地、名称及び代表者の氏名）を記載した書類並びにこれらの者の印鑑証明書並びに当

該土地の所有者等の権限を証する書類 

⑺ 法第７４条第２項において準用する法第７０条第３項の規定による合意又は法第７

６条第１項の規定による合意を証する書類 

⑻ その他市長が必要と認めて指示した図書 

（借地権消滅等の届出） 

第３０条 法第７４条の２第３項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅等届

出書（様式第１９号）正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

⑴ 借地権の消滅を証する書類 

⑵ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第９８条第１項の規定により仮換地

として指定された土地（次条において「仮換地指定地」という。）が、同法第８６条

第１項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定め

られず、かつ、同法第９１条第３項の規定により当該土地に対応する従前の土地の所

有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかった

ことを証する書類 

⑶ 借地権の目的となっていた建築協定の区域を表示した図書 

（建築協定への加入届出） 

第３１条 法第７５条の２第１項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定



加入届出書（様式第２０号。以下「建築協定加入届出書」という。）正本及び副本に、

次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 建築協定に加わろうとする者の印鑑証明書及びその者が当該建築協定区域内に土地

の所有権を有することを証する書類（仮換地指定地にあっては、その土地であること

を証する書類） 

⑵ 建築協定に加わろうとする者が当該建築協定区域内に所有権を有する土地（仮換地

指定地にあっては、その土地）の区域を表示する図面 

２ 法第７５条の２第２項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届

出書正本及び副本に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 建築協定に加わろうとする者の全員の住所及び氏名（法人にあっては、その主たる

事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）を記載した書類並びにこれらの者の印鑑証

明書並びにこれらの者が当該建築協定区域隣接地の区域内の土地の所有権又は借地権

を有することを証する書類（仮換地指定地にあっては、その土地であることを証する

書類） 

⑵ 建築協定に加わろうとする者全員が建築協定区域隣接地の区域内に所有権又は借地

権を有する土地（仮換地指定地にあっては、その土地）の区域を表示する図面 

⑶ 法第７５条の２第２項の規定による合意を証する書類 

（建築協定開始の届出） 

第３２条 法第７６条の３第５項の規定により建築協定が効力を有することとなったとき

は、同条第２項の規定により認可を受けた者は、直ちに建築協定開始届（様式第２１号

）正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 新たに土地の所有者等となった者が当該建築協定区域内に土地の所有権又は借地権

を有することを証する書類 

⑵ 新たに土地の所有者等となった者が当該建築協定区域内に所有権又は借地権を有す

る土地の区域を表示する図面 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前までに、建築基準法施行細則（昭和３３年栃木県規則第２９

号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の各相当規定によりな

されたものとみなす。 

 

 

 

 


